
「金融庁の１年（2024事務年度版）」第３部第７章第 11節 

 

第３部 金融検査・監督等 

 

 第７章 業態横断的な検査・監督をめぐる動き 

 

第 11 節 金融モニタリング情報の収集状況 

 

「金融モニタリング情報収集窓口1」の 2024事務年度の総収集件数は 844

件であり、内訳は、預金取扱等金融機関に関する情報が 757 件（89.7％）、

保険会社等に関する情報が 43 件（5.1％）、証券会社や暗号資産交換業者

等に関する情報が 44 件（5.2％）であった。 

 
1 当窓口の概要は、「金融モニタリング情報収集窓口」(https://www.fsa.go.jp/receipt/k_jyouhou/index.html)を参

照。なお、2024 年 12 月 25 日より、「金融モニタリング情報収集窓口」にて受け付けていた金融機関に関する情報は、

金融サービス利用者相談室(https://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html)にて受け付けており、上記件数

は 2024 年７月１日から 2024 年 12 月 25 日窓口切り替えまでの金融庁受付件数及び 2024 年７月１日から 2025 年６月

30 日までの財務局受付件数を集計。 


